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ゴ ミ ゼ ロ 運 動 実 施 方 法 に つ い て 

 

ボランティア清掃ですので、以下の実施方法で、無理のないよう清掃にご協力ください。 

１ 清掃対象場所  

ゴミゼロ運動の清掃対象場所は以下のとおりです。 

清掃対象場所 市の所有地又は管理する道路・道路側溝・公園 

  私有地又はそれに順ずる清掃対象ではない場所からのごみは回収いたしません。 

２ 対象ごみ（散乱ごみ）  

対象ごみは以下の散乱ごみとなります。 

ごみの種類 内 容 

可燃ごみ 紙、プラスチック等燃やせるもの（ペットボトルは可燃ごみです。） 

不燃ごみ ビン・缶・鉄製品等燃やせないもの 

詳細は、ごみ分別ガイドブックに記載している「可燃ごみ・不燃ごみ」を参照し、 

ごみ分別ガイドブックに「処理できません」と記載のあるごみは回収しないでください。 

３ ごみの集積場所  

ごみの集積場所は以下のとおりです。（ボランティア清掃袋に入れて排出してください。） 

ごみの種類 ごみの集積場所 

可燃ごみ 
・ ごみステーション 

１箇所あたりの集積は、可燃ごみ・不燃ごみ袋各１０袋以内です。 

なお、各々が１０袋より多くなる場合は、複数のごみステーションに分 

けて集積してください。 
不燃ごみ 

  ※ ごみの分別方法等が守られていない場合は、回収できない場合があります。 

  ※ 可燃ごみ・不燃ごみをごみステーション以外に集積した場合は、下記の投稿フォーム又はお電

話にて環境部生活環境課に「集積場所」「数量」等をご連絡ください。 

   投稿用 QRコード：  

   投稿用 URL: https://logoform.jp/f/L4bhj 

４ 回収日程  

  ごみステーションに集積していただいた対象ごみは、以下の日程で回収します。  

ごみの種類 内 容 

可燃ごみ ゴミゼロ運動後の定期収集日 

※定期収集日の午前８時３０分までに出す。 不燃ごみ 

 

 

https://logoform.jp/f/L4bhj


 

５ 回収方法の異なるごみ①（側溝汚泥）  

⑴  側溝汚泥の受付窓口は、土木課です。 

⑵  使用する袋は生活環境課又は土木課が配付した土のう袋を使用して、車両等の通行に支障がな

い道路側溝脇に集積してください。 

  ⑶ 清掃後２週間程度で回収予定ですが、１０日程度経過しても未回収の場合は土木課までご連絡

ください。 

  ⑷ 市以外の所有地（国・県・私有地・集会所及びそれに準ずる場所）は市では対応できません。 

６ 回収方法の異なるごみ②（雑草・竹木・枝等）  

⑴ 雑草・竹木・枝等（以下「雑草等」という。）の刈取りを行う場合は、雑草等の発生場所の所 

有者等に事前連絡し、実施の可否、利用するごみ袋、集積場所及び回収について協議してくださ

い。 

  ⑵ 野焼きは厳禁です。また、ボランティア清掃袋に入れて排出することはできません。 

  ⑶ 刈り取った場合は、管理者又は所有者等に回収を依頼してください。 

  ⑷ 市以外の所有地（国・県・私有地・集会所及びそれに準ずる場所）は市では対応できません。 

７ 回収方法の異なるごみ③（粗大ごみ・適正処理困難物・家電４品目）  

下記の対象外ごみは、投棄場所の管理者又は所有者に処理処分の対応依頼を行います。 

ごみの種類 内 容 

粗大ごみ ボランティア清掃袋に入らない大きさの「可燃ごみ」又は「不燃ごみ」 

適正処理困難物 ごみ分別ガイドブックに「処理できません」と記載のあるごみ（タイヤ等） 

家電４品目 テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機等 

上記の対象外ごみを発見した場合は、発見場所から移動せずに下記の投稿フォーム又はお電話にて

「投棄場所」「種類（品目）」「数量」等を、環境部生活環境課までご連絡ください。 

投稿用 QRコード：  

投稿用 URL: https://logoform.jp/f/DyueQ 

８ 連絡先一覧 

ごみがある場所等により異なる場合もありますが、参考としてください。 

場 所 担当課 電話番号 

ゴミゼロ運動 

全般 
木更津市環境部生活環境課 ０４３８－３６－１４３２ 

市 道 木更津市都市整備部管理用地課 ０４３８－２３－８１７７ 

市 道 

(汚泥・雑草等) 
木更津市都市整備部土木課 ０４３８－２３－８４０６ 

県 道 君津土木事務所 管理課 ０４３８－２５－５１３２ 

国 道 千葉国道事務所 ０４３８－２２－４５４３ 

河 川 君津土木事務所 管理課 

※場所により木更津市都市整備部管理用地課 
０４３８－２５－５１３２ 

農業用水路 木更津市経済部農林水産課 ０４３８－２３－８４５３ 

公 園 木更津市都市整備部市街地整備課 

※場所により県の管理地 
０４３８－２３－８４６７ 

【お願い】令和５年１０月より、ごみ拾いＳＮＳ「ピリカ」と連動した、木更津市専用の見える化ページを

開設しました。ごみ拾いＳＮＳ「ピリカ」について詳しくは回覧文書同封のチラシをご覧いただき、清掃

の際にご利用ください。 

https://logoform.jp/f/DyueQ

